
事 務 連 絡

平成 19年 12月 21日

厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局

労 災 補 償 部 補 償 課 長 補 佐

( 医 療 福 祉 担 当 )

都 道 府 県 労 働 局

労働基準部労災補償課長 殿

義肢等補装具専門家会議報告書の送付について

義舷等補装具専門家会議報告書については､医学的 ･工学的見地か ら必要な

見直 しの検討 を行 うため､義肢等補装具専門家会議が開催 され､当該会議にお

いて今月に取 りま とめ られた ところであ ります｡

ついては､参考までに当該報告書を別途送付いた しますC

C ､


